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【計画期間】令和５年度～令和１４年度 
 

 

 

 

【男女共同参画社会とは・・・】  
男性も女性もすべての個人が、喜びも責任も分かち合い、 

その能力・個性を十分発揮することができる社会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次深川市男女共同参画計画の概要 

男女共同参画社会の実現 

 

１．政策・方針決定過程などへの

女性の参画の拡大 
 

２．すべての人がともに働きや

すい環境づくり 
 

３．すべての人がともに築く家

庭生活・地域活動の促進 

基
本
目
標 

計
画
及
び
施
策
の
基
本
方
向 

 

１．男女共同参画の啓発の推進 

 
 

２．男女共同参画を育む教育・学

習活動の推進 
 

３．人権を尊重する認識の浸透 

 

１．母性保護と生涯を通じた女

性の健康支援 
 

２．高齢者などが安心して暮ら

せる環境の整備 

Ⅲ  生涯にわたる健

康・福祉環境の整備 

Ⅰ 男女共同参画社会

への意識づくり 

Ⅱ あらゆる分野への

男女共同参画の促進 
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計画及び 
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令和６年度事業実施結果 

Ⅰ 男女共同参画社会への意識づくり 

＜主なもの＞ 

・男女共同参画を女性問題に限定してとらえがちになる傾

向を改めるため、男女共同参画の理解に向けた働きかけに

努めます。 

・男女共同参画に関係する諸問題の動向や進捗状況を把握

するための調査・情報収集を行い、市民、団体及び事業所

などにおいて、男女共同参画への関心が主体的に深まるよ

う情報提供に努めます。 

・インターネットや SNSなどの普及に伴い、新たな人権侵

害被害が発生していることから、情報の適切な発信や取扱

方法について、メディア・リテラシーの向上に向けた取り

組みを進め、情報モラルの育成に努めます。 

＜主なもの＞ 

・性別にとらわれずに、子どもたちそれぞれの「個」を尊重

し、その個性と能力を伸ばすことに視点をおいた家庭教育

の重要性が認識されるよう、保護者に対する意識の啓発と

学習機会の充実に努めます。 

・教科指導をはじめ進路指導や職業指導など教育活動全体

を通じて、人権の尊重を基盤とした男女平等教育やキャリ

ア教育の充実に努めます。 

・すべての人の多様な生き方を支援するため、いつでも、ど

こでも、誰でも学ぶことのできる生涯学習環境の充実に努

めます。 

＜主なもの＞ 

・教育や雇用の場などにおけるハラスメント、ＤＶやストー

カー行為などは、重大な人権侵害であるとの認識を広く周

知し、その予防と根絶に向けた啓発に努めます。 

・困難な問題を抱える女性への支援、アダルトビデオ出演被

害の防止、性犯罪・性暴力対策など多様化・複雑化してい

る課題の解決に向け国や北海道と連携を図ります。 

・すべての人が互いの性を尊重し、多様な性に関する正しい

知識を身に付け行動できるよう啓発に努めます。 

【広報・啓発】 

・男女共同参画週間において、図書コ

ーナーを設置したほか、男女共同参

画市民フォーラムを開催し広報・啓

発に努めた 

【情報収集・提供】 

・男女共同参画推進の意義や、用語の

解説、女性問題や配偶者暴力に関す

る相談窓口をホームページに掲載 

・市審議会等の女性登用状況をホーム

ページに掲載 

【家庭教育】 

・ヘルシーファミリー教室の開催 

【学校教育】 

・職場体験活動等を利用し男女共同参

画の意義についての学習の場を提供 

【生涯学習】 

・働く女性を対象に各種教養講座等を

開催 

・マタニティサロン等の開催のほか、

開催時に託児を行い、参加しやすい

環境づくりに努めた 

【暴力防止】 

・パンフレットなどを使い暴力及びハ

ラスメント防止を啓発 

・関係機関と連携し、パトロールなど

の防犯活動を実施 

【性の尊重】 

・児童生徒の発達段階に応じ、教科の

中で指導 

・性的マイノリティに関する差別・偏

見をなくすためホームページ等で周

知・啓発を実施 

その１ 

 
 

結
果(

主
な
も
の) 

R06 

３．人権を尊重する認識の浸透 １．男女共同参画の啓発の推進 
２．男女共同参画を育む教育・学

習活動の推進 



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

基本目標 

 

 

 

 

 

計画及び 

施策の 

基本方向 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度事業実施結果 

Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

１．政策・方針決定過程などへの

女性の参画の拡大 

２．すべての人がともに働きや

すい環境づくり 

３．すべての人がともに築く家

庭生活・地域活動の促進 

＜主なもの＞ 

・政策・方針決定過程への女性の参画を促進するため、市の

審議会などへの女性登用の目標を引き続き国と同様の登

用目標値である 40％に定め、早期実現に努めます。 

・事業所や農業・経済団体、町内会などにおいて、意思決定

過程への女性の参画が促進されるよう理解と協力を働き

かけます。 

＜主なもの＞ 

・すべての人がともに働きやすい環境づくりに向けて、雇用

機会の均等、待遇の確保などが必要となることから、男女

雇用機会均等法や女性活躍推進法などの関係法令や制度

の周知徹底と相談体制の充実に努めます。 

・働くすべての人の仕事と生活の調和が図られるよう、多様

な保育サービスや介護サービスの充実を図ることや、育

児・介護休業法など支援制度の普及啓発に努めます。 

＜主なもの＞ 

・誰もが共同して子育てや介護を担えるよう、相談体制の充

実や環境整備に努めます。 

・すべての人へ、町内会、PTA 及びボランティア活動など

の地域・社会に貢献できる活動への参画を促進するため、

男女共同参画意識の醸成に向けた啓発、教育の充実を図る

とともに、活動へ参画しやすい環境の整備に努めます。 

【女性の参画】 

・審議会等の任期満了による改選等に

おいて女性登用に努めた 

・女性登用比率 31.7％（対前年度比

0.1㌽減） 

【気運の醸成】 

・男女平等参画推進協議会と連携し、

研修会・学習会への参加を働きかけ

た 

・特定事業主行動計画に基づき、働き

やすい職場環境づくりに努めた 

【職場の男女共同】 

・ホームページ等において、働き方改革

による仕事と生活の調和や女性の活

躍推進など、雇用環境の改善を啓発 

【就業支援、経営参画】 

・ハローワークと連携し、毎週求人情報

の提供をホームページ等で行った 

【仕事と家庭の両立】 

・学童保育所、子供の居場所「生き生き

スポット」を継続開設 

・育児休業取得支援事業を実施 

【家庭の男女共同】 

・子育てサロン事業を継続 

・常設のつどいの広場事業を実施 

【地域の男女共同】 

・子ども会リーダー養成講習会を開催 

・公民館サークル情報を発信 

・協働による地域ｺﾐｭﾆﾃｨづくりを継続 

【国際的視野】 

・英語指導助手を全小中学校に配置 

・多文化共生に向けた外国人生活支援ポ

ータルサイトをホームページに掲載 

その２ 
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令和６年度事業実施結果 

Ⅲ 生涯にわたる健康・福祉環境の整備 

 

１．母性保護と生涯を通じた女

性の健康支援 

 

２．高齢者などが安心して暮ら

せる環境の整備 

＜主なもの＞ 

・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関す

る健康/権利）の考え方を尊重した母性に対する正し

い認識の浸透と妊娠・出産の安全性確保のため、妊娠

から出産まで一貫した健康診査や相談など母子保健対

策の充実を図ります。 

＜主なもの＞ 

・高齢者などが住み慣れた地域や環境で自立した生活が

送れるよう、高齢者などを社会全体で支える考え方に

立った介護保険制度の普及とサービスの充実を図りま

す。 

【母子保健】 

・妊娠・出産応援交付金を交付 

・妊婦健康診査助成事業を実施 

・産婦健康診査助成事業を実施 

・母子健康手帳を交付 

・特定不妊治療費助成事業を実施 

・一般不妊治療費助成事業を実施 

【健康づくり】 

・健康相談を実施 

・乳がん、子宮がん、骨粗しょう症健診

を実施 

【介護環境の充実】 

・パンフレット等で介護保険制度やサ

ービスを周知 

・閉じこもり、認知症などの介護予防

事業を実施 

【老後生活支援、地域福祉活動】 

・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの公営住宅を建設 

・消費者行政推進事業により、悪徳商

法被害防止の啓発活動を実施 

【ひとり親家庭自立支援】 

・母子自立支援員による相談支援 

・母子家庭に児童扶養手当を支給 

その３ 

 

１．市民との協働による

計画の推進 

２．庁内推進体制の充実 

・深川市男女共同参画推進本

部会議を開催（全１回） 

・市民団体「深川市男女平等参

画推進協議会」と連携 

・深川市男女共同参画市民推

進委員会を設置 
委員数：６人 

任期：R5.8.25～R7.6.30 

第１回会議：R6.9.10 

協議内容：R5 計画の実施報告 

R6 事業計画 

総合的な推進体制の整備 

結
果 

結
果 

 
 

結
果(

主
な
も
の) 

R06 
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○ 推進体制 
 

（１）令和７年度深川市男女共同参画市民推進委員会の開催 令和７年８月 

（２）深川市男女共同参画推進本部会議の開催 令和７年９月 

 

１．男女共同参画社会への意識づくり 
 

（１）研修会等を開催します。 

事業名 開催月日 会 場 内 容 

男女共同参画図書コーナー設置 
６月１４日（土）から 

７月 ６日（日）まで 
市立図書館 

男女共同参画週間(6月23～29日)に合わせ図書コーナーを設置 

男女共同参画をわかりやすく説明したパネル等を展示 

男女共同参画市民フォーラム ７月６日（日） 経済センター 
災害時に必要な男女平等参画の視点や女性防災参加を促す取り組み事例 

※深川市男女平等参画推進協議会委託事業 

 

（２）平成２７年施行の「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に係る制度周知に努めます。 

（３）ホームページを活用して情報を公開します。（令和６年度事業実施結果及び令和７年度事業計画、審議会等の女性登用状況、ＬＧＢＴの啓発など） 
 

２．あらゆる分野への男女共同参画の促進 
 

（１）市の審議会などへの女性委員の登用を促進します。（令和 14年度までの計画期間中の目標４０％） 

（２）女性の参画拡大に向けた社会的気運の醸成のための啓発・周知に努めます。（市の女性職員の管理職への登用については、「深川市特定事業主行動計

画」で掲げる、課長職以上の女性管理職の割合２０％以上を維持するという目標の達成に努める） 
 

３．生涯にわたる健康・福祉環境の整備 
 

（１）母性の保護と母子保健を推進します。（妊娠・出産応援交付金事業、妊産婦健康診査の助成、一般不妊治療費助成、特定不妊治療費助成など） 

（２）介護環境の充実を図ります。（男性のための介護予防教室(新規)、筋力アップ事業、介護予防サポーター養成など） 

 

令和７年度事業計画（主なもの） 
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○令和６年度 深川市の審議会・委員会などへの女性登用状況（R７.3.31 現在） 

区  分 現在数 うち女性数 女性比率 対前年度比 

地方自治法第２０２条の３に

基づく審議会など 
（条例等に基づき設置するもの） 

28７人 6９人 24.0% 0.2 ㌽増  

地方自治法第１８０条の５に

基づく委員会など 
（教育委員会、農業委員会など） 

43 人 7 人 16.3% 0㌽ 

法律の規定により国の機関が

委嘱する委員 
（民生委員、人権擁護委員など） 

70 人 33 人 47.1% 6.6㌽減  

 

上記以外の委員会または委員 
 

360 人 132 人 36.7% 2.2㌽増  

 

合  計 
 

760 人 241 人 31.7% 0.1 ㌽減  

 

 

男女共同参画週間　ポスター　A4_01.tif
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他（１）市の審議会・委員会などへの女性登用状況等 

○深川市男女共同参画市民推進委員会委員（任期 R７.8.27～R.9.６.30） 

氏 名 所 属 

村 上 良 一 拓殖大学北海道短期大学 

和 田 智 子 深川市男女平等参画推進協議会 

中 本 照 子 深川市人権擁護委員 

米 本  聡 深川商工会議所 

河 村 健太郎 連合北海道深川地区連合会 

木 根 和 美 深川市保健推進員会 
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○ハラスメントについての対策要領及び職場におけるハラスメントに関する基本方針（H29.3.31 改正） 
 男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の改正により、平成 29 年 1 月から職場における妊娠・出産、育児、介護休業等に関するハラスメントについて必要な措置を

講ずることが事業主の義務となりました。 

 本市では、対策要領及び基本方針を定め、セクシャルハラスメントやパワーハラスメントなど、あらゆるハラスメントの防止に努めて参ります。 

 

○特定事業主行動計画（R3.4.1 策定） 
（１）計画期間：令和 3 年度から令和 7 年度の５年間 

（２）女性職員の活躍推進に向けた数値目標 

 ① 課長職以上の女性管理職の割合２０％以上を維持することを目標とします。 

基準：令和２年４月１日  25％、令和３年４月１日 24.7％、令和４年４月１日 24.2％、令和５年４月１日 25.0％ 令和６年４月１日 19.5％ 

   令和 7 年 4 月 1 日  25.6％ 

 ② 令和 7 年度までに、育児休業を取得する男性職員の割合が１０％以上になることを目標とします。 

基準：令和 2 年度 ０％、令和３年度 22.2％、令和４年度 20.0％、令和５年度 25.0％、令和６年度 25.0％ 

    

○令和７年度 市職員の女性登用状況（R７.4.1 現在） ※管理職～課長補佐職以上 

 

区  分 職員数 うち女性 女性比率 対前年度比 
管理職総数 
（課長職以上） 

うち女性 
（課長職以上） 

女性比率 
（課長職以上） 

対前年度比 
（課長職以上） 

本 庁 229 人 73 人 31.9％ 0.2㌽増 
66 人  19 人  28.8％  1.4㌽増  

（39 人） （10 人） （25.6％） （7.2㌽増） 

消防署 50 人 2 人 4.0％ 1.9㌽増 
12 人  0 人  0％  0㌽  

（5 人） （0 人） （0％） （0㌽） 

病 院 

専門職 241 人 176 人 73.0％ 1.2㌽減 
41 人  16 人  39.0％  5.7㌽増  

（29 人） （8 人） （27.6％） （1.7㌽増） 

事務職 13 人 2 人 15.4％ 4.6㌽減 
4 人  0 人  0％  0㌽  

（3 人） （0 人） （0％） （0㌽） 

高等看護学院 

専門職 10 人 10 人 100.0％ 0㌽ 
4 人  4 人  100,0％  0㌽  

（2 人） （2 人） （100.0％） （0㌽） 

事務職 2 人 1 人 50.0％ 50㌽減 － － － － 

合  計 545 人 264 人 48.4％ 0.7㌽減 
127 人  39 人  30.7％  2.5㌽増  

（78 人） （20 人） （25.6％） （6.1㌽増） 

その他（２）深川市役所内における取り組み 


